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茨城県内の港湾の一部岸壁供用の開始について【第八報】 
 

 ４月１日１０時から茨城港常陸那珂港区北ふ頭Ｂ岸壁（-12m）が応急復旧の完了により供

用が再開されますのでお知らせします。 
 

１．利用可能な岸壁の概要（下線表記が今回新たにお知らせするもの） 

港（区）名 地区名 岸壁名 水深 

( )は吃水※1 

供用開始日時 備考 

茨城港 

日立港区 

第 1 ふ頭 １-C (5.5m) 3/29 8:30 本来水深：-7.5m 

第 2 ふ頭 2-B (6.5m) 
3/20 13:00 

本来水深：-9m 

第 5 ふ頭 5-D (9m) 本来水深：-12m 

茨城港 

常陸那珂港区 

北ふ頭 

Ｂ -12m 4/1 10:00 － 

C -10m 
3/22 10:00 

－ 

H -5.5m － 

中央ふ頭 
A -7.5m 3/15 13:00 耐震強化岸壁 

B -9m 3/22 10:00 － 

茨城港 

大洗港区 
第４ふ頭 

第 4 ふ

頭岸壁
（5m） 3/24 10:00 本来水深：-8m 

鹿島港 

北公共ふ頭 C (6m) → (8m) 
3/20 13:00 緩和 

3/18 17:00 供用 
本来水深：-10m 

南公共ふ頭 

D (6m) → -7.5m

3/25 10:00 緩和 

3/22 10:00 供用 

－ E (6m) → -7.5m

F (6m) → -7.5m

G (6m) →(8m) 本来水深：-10m 

※1 吃水表記は、海中に障害物があるため、吃水制限により暫定供用する岸壁。 
 

２．対象船舶 

当該公共岸壁の利用については、港湾管理者が認める船舶が対象となります。 

なお、港湾管理者はすべての船舶について協議に応じることとしております。 
 

３．岸壁利用に関する手続きの連絡先 

 茨城県 土木部 港湾課 柳岡
やなおか

、勢子
せいし

  電話：０２９－３０１－４５１６ 
 

４．今後の対応 

茨城港及び鹿島港のその他の岸壁においても、損傷が少ないものから応急的に復旧し、また

航路等における吃水制限の解除も含め、使用可能な岸壁の拡大を目指して参ります。 
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